
令和 2年９月 11日 

 

学 生 各 位 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生への後期授業料免除支援について 

 

本学では、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、家計が急変した学生に対し、緊急措

置として前期授業料免除に対する募集を行いました。 

後期も引き続き募集を行いますので、申請を希望する場合は、下記の「免除基準」を満たすかを確認

し、「学務情報システム」を利用し申請書を作成し、申請期間に必要書類を添えて提出してください。 

ご不明な点等がございましたら、学生支援課までご連絡ください。 

 

記 

 

・免除基準 

次の(１)，(２)のどちらかに該当した場合は申請できます。 

    
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援制度に
申込み、受給証明書が発行できること（申請中の場合は、それが証明できるもの） 

 
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による、事由発生後の所得が昨年度の所得と比較し 1/2以
下となっていること（給与等が減額となった直近３ヶ月分を４倍したものと昨年度所得を比較） 

  

   ※所得とは父母等の総収入額等です。 

また、本学の授業料免除制度における基準を満たしていることが必要です。（手引き参照） 
  

実際には源泉徴収票など各種証明書類を提出いただき審査いたします。 

    修学支援新制度に申請済の場合は、新制度による支援との差額分が免除対象となります。 

  

・申請手続きについて 

「手引き」「エクセルシート」「添付資料の詳細」の 3 つをダウンロード 

学務情報システム＞HOME＞キャビネット一覧＞学務部＞01入学料・授業料免除関係情報 

  ★9/23 13:30～ダウンロード可能 

 

・対象者 

    全学生（非正規生を除く） 

 

・申請期間 

    日 時：令和 2年９月２８日（月）～１０月 2 日（金）の平日 9：30～11：00、13：00～15：00 

   場 所：大学会館３階第１２集会室 

  （上記の期間に申請が難しい場合は、１０月１６日（金）の平日 9：30～11：00、13：00～15：00

までに本部棟１階学生支援課窓口まで来てください。） 

 

 

担当：学務部学生支援課 058-293-3198, 2149 




